
 
 

2024年 7月 
外国人留学生が一時出国する際の手続きチェックリスト 

 
外国人留学生が、母国への一時帰国や、旅行、学会参加、研究活動などで、一時出国する場合は、以下の

手続きを必ず行ってください。 
 
出発前 

□ 指導教員またはアドバイス教員に、日本からの出国について必ず伝えてください。 
 
□ 「海外渡航届」を渡航 4週間前までに提出してください。 
提出方法︓LMS コース「海外へ渡航する際の手続きについて」⇒「海外渡航届」に必要事項を 
入力。 

   
□ 宿舎の「不在届」を提出してください。 

金沢大学の留学生宿舎に入居中の学生で、１週間以上留守にする場合は、以下の宿舎の担当者に
「不在届」を提出してください。 
 
[先魁]e-mail︓gakuryo@adm.kanazawa-u.ac.jp 
学務部学生支援課学生相談係 角間キャンパス本部棟 2階 
[北溟・国際交流会館] e-mail︓intldorm@adm.kanazawa-u.ac.jp 
国際部留学企画課留学支援担当 角間キャンパス本部棟 3階 
 

□ 奨学金のサイン 
奨学金を受給している学生は、在籍確認のサインをしてください。サインをしなかった月は受給ができません。 

 
出発前に空港で 

□ みなし再入国許可により出国してください。空港に置いてある再入国出国記録（再入国ＥＤカード）
の「一時的な出国であり、再入国する予定です」にチェックし、入国審査官に渡してください。この手続きを
行わないと、日本に再入国することができません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日本に戻ってきたら 

□ 帰国後 1週間以内に「帰国届」を提出 
提出方法︓LMS コース「海外へ渡航する際の手続きについて」⇒「帰国届」に必要事項を入力。 

 
 

本件についての照会先︓  
国際部留学企画課 外国人留学生支援ワンストップサービス窓口(本部棟 3階) 
E-mail: intlsupport@ml.kanazawa-u.ac.jp 

https://lms-wc.el.kanazawa-u.ac.jp/webclass/login.php?group_id=bd7994018aa3e7d03fcb1f35d1982f2c&auth_mode=SHIB
https://lms-wc.el.kanazawa-u.ac.jp/webclass/login.php?group_id=bd7994018aa3e7d03fcb1f35d1982f2c&auth_mode=SHIB

